
様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２７８ 

滞納管理システム保守管理業務委託 

履行場所  税務課 

種  類  随意契約 

概  要 

 現行の滞納管理システムは平成２４年１０月に契約をし今年の９月で

契約終了となるため、現行のプログラムのままでシステムの更新を図り、

それらの保守管理業務を行う。なお、機器の借上げについては契約金額が

１００万円に満たないため原課で契約いたします。 

相

手

方 

名  称  株式会社 日立システムズ 東北支社 

代 表 者  支社長 堀谷 敦 

所 在 地  宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 

 

根 

 

拠 

 

規 

 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

 

 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 滞納管理システムの保守業務は、本市で導入している基幹システム（住民情報システム） 

との連携が必要となるため、同システムの構築業者しか保守管理を行えないため、日立 

システムズ東北支社との随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 総務部税務課                    〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 

（契約番号）４２９２０００２８０ 

食品等放射能簡易分析装置保守点検業務委託（ＣＡＮ－ＯＳＰ－ＮＡＩ（幼

児教育課）） 

履行場所 原町あずま保育園他６か所 

種  類 業務委託 

概  要 

食に対する安全安心の確保を図るため、福島県から貸与された放射能簡

易分析装置７台を市内各保育施設に配置し、自家消費野菜等の検査を行っ

ている。分析装置は放射能測定の正確性を確保するため、年に一回の保守

点検を行う必要があり、この業務を委託する。 

 

相

手

方 

名  称 宝化成機器株式会社 

代 表 者 代表取締役 井上昭二 

所 在 地 福島県郡山市喜久田町卸一丁目６２番地１ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの 

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ 

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本市保育施設に設置してある分析装置のうち、「ＣＡＮ－ＯＳＰ－ＮＡＩ」７台について

は上記事業者が納入者であり、分析装置の保守点検は上記事業者しか行えないことから、

上記事業者と随意契約を締結するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 幼児教育課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３１８ 

住民情報システム保守業務委託（再リース保守） 

履行場所 情報政策課 外 

種  類 業務委託 

概  要 住民情報システムにおける、ソフトウェア及びハードウェアの保守業務 

相

手

方 

名  称 株式会社日立システムズ 東北支社 

代 表 者 支社長 掘谷 敦 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

住民情報システムの賃貸借は平成２９年９月末で期間満了となるが、引き続き同システ 

ム及び機器類の賃貸借をおこなうため、構築業者である当該業者との随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 総務部 情報政策課                      〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３３５ 

平成３０年度介護保険制度法改正に伴う介護保険システム改修業務委託 

履行場所 健康福祉部長寿福祉課介護保険係 

種  類 委託 

概  要 
平成３０年度介護保険法改正に伴う介護保険事務支援システム機能につ

いて、必要な改修・機能追加を行うもの。 

相

手

方 

名  称 株式会社日立システムズ 東北支社 

代 表 者 支社長 堀谷 敦 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

平成 30年４月に介護保険法が改正されることにより、市区町村では高額介護サービス費

の見直し、高額医療介護合算（介護）サービス費の見直し、利用者負担割合の見直し、調

整交付金における年齢区分の細分化、介護報酬改定、更新認定有効期間上限の延長、介護

保険適用除外施設における住所地特例の見直しへの対応、関連するシステムとのインター

フェース改修などを実施する必要がある。 

本業務は介護保険法改正に対応するため、現在本市で導入している介護保険事務支援シ

ステム（平成 24年度から５ケ年の長期継続契約）を改修するものである。そのため、当該

業務を適正に遂行できるのは、介護保険事務支援システムの開発業者であり、システムの

運用方法に精通している上記業者しかないため、上記業者との随意契約とする。 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 長寿福祉課                         〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３３６ 

 医療費分析システム導入業務委託 

履行場所  健康づくり課 

種  類 業務委託 

概  要 

 国民健康保険の被保険者の医療費（レセプト）を精緻に分析し、健康状

態を詳細に把握することで、疾病ごとの対象者分析、頻回受診者の抽出、

統計分析等による効果的な保健事業の推進及びデータヘルス計画の評価

に資することを目的とし、当該システムを新たに導入する。 

相

手

方 

名  称  株式会社 両備システムズ 

代 表 者  代表取締役 松田 久 

所 在 地  岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 入札参加資格を有し、かつ当該委託業務の取り扱いがある業者が、当該業者のみである

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 健康福祉部 健康づくり課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３３７ 

南相馬チャンネル放送用機器更新設定業務委託 

履行場所 南相馬市民情報交流センター 

種  類 委託 

概  要 

南相馬チャンネル放送用機器（ファイアウォール、ＣＭＳサーバ、映像管

理サーバ、ＫＶＭ機材、インターネット向け配信サーバ）更新設定業務委

託 

相

手

方 

名  称 有限会社 フィッシュアイ 

代 表 者 代表取締役 高橋 秀忠 南相馬スタジオ 

所 在 地 南相馬市原町区信田沢字下信田３２８－３ 原町区信田沢地区仮設事務

所 第１０区画 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

南相馬チャンネル放送用機器については、各種設定を施す必要がある。今回、ファイア

ウォール、ＣＭＳサーバ、映像管理サーバ、ＫＶＭ機材、インターネット向け配信サーバ

関連機器一式を更新するに当たり、その設定を一括して行えるのは、南相馬チャンネル運

営管理業者である有限会社フィッシュアイのみであるため随意契約とするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔情報政策課                            〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３４７ 

防災行政無線設備屋外拡声装置（大内下局）移設業務委託 

履行場所 南相馬市鹿島区大内字館下 地内 

種  類 委託 

概  要 

福島県が施工する圃場整備事業において造成工事に伴い支障となる防災

行政無線設備屋外拡声装置（大内下局）の移設業務を行う。 

 

相

手

方 

名  称 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 福島営業所 

代 表 者 所長 高山 祐亮 

所 在 地 福島市本町５番５号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本業務は防災無線の子局を移設するものであり、移設に伴い親局との調整に専門性を必

要とし、親局と子局のシステム連携を確認しながら進める必要があるため、他社では移設

業務が不能なことから、上記業者と随意契約とするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名〔危機管理課                             〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３４８ 

防災行政無線設備屋外拡声装置（大迫局）移設業務委託 

履行場所 南相馬市原町区小浜字大迫 地内 

種  類 委託 

概  要 

福島県が整備施工する河川改修工事に伴い支障となる防災行政無線設備

屋外拡声装置（大迫局）の移設業務を行う。 

 

相

手

方 

名  称 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 福島営業所 

代 表 者 所長 高山 祐亮 

所 在 地 福島市本町５番５号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本業務は防災無線の子局を移設するものであり、移設に伴い親局との調整に専門性を必

要とし、親局と子局のシステム連携を確認しながら進める必要があるため、他社では移設

業務が不能なことから、上記業者と随意契約とするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名〔危機管理課                             〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３４９ 

原子吸光光度計ガス配管修繕 

履行場所 原町第一下水処理場 ２Ｆ水質検査室 

種  類 業務委託（物品修繕） 

概  要 
原町第一下水処理場 水質検査用理化学機器（原子吸光光度計）で使用し

ている分析用ガスの配管等修繕 

相

手

方 

名  称 株式会社 東栄科学産業 郡山営業所 

代 表 者 所長 橋本 富美男 

所 在 地 福島県郡山市富久山町福原字陣場 194-7 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

原子吸光光度計は上記業者が設置したものであり、今回の修繕においても適切かつ的確な

施工が見込まれるものである。当該機器の代理店である上記業者以外では機器の性能維持

が困難であることから随意契約とする。 

 

工事等担当課名 〔下水道課                             〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 

（契約番号）４２９２０００３５１ 

国民年金システム(国民年金法に基づく届書の電子媒体化及び様式統一

化）改修業務委託 

履行場所 市民課 

種  類 業務委託 

概  要 
現行の国民年金システムにおいて、国民年金法に基づく届書の電子媒体化

及び様式統一化を実施するもの 

相

手

方 

名  称  株式会社日立システムズ 東北支社 

代 表 者  支社長 堀谷 敦 

所 在 地  仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 地方自治法第２条第９項第１号により規定された法定受託事務中、国民年金法に基づく

各種届出（被保険者の資格の得喪、種別の変更、氏名・住所等の変更等）について、電子

媒体化及び様式統一化により本市から日本年金機構に対して行う必要があるため、本市で

導入している基幹システム及びサブシステムを改修するものである。そのため、当該処理

を適正に遂行できるのは、当該システムを開発し、システムの運用方法にも精通している

上記業者しかないので、上記業者との随意契約とする。 

工事等担当課名 〔 市民課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３５２ 

クリーン原町センター粗大ごみ処理施設破砕機補修 

履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内 

種  類 物品修繕 

概  要 

粗大ごみ処理施設破砕機補修 

 

 

相

手

方 

名  称 (株)サンコーマテリアル 

代 表 者 代表取締役 佐藤 英俊 

所 在 地 栃木県矢板市片岡２０６６－２ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

本業務は、粗大ごみ処理施設破砕機補修の修繕である。交換部品のハンマーは(株)サン 

コーマテリアルで製作したものであり、交換後の破砕機本体バランス調整は他社では困難

であること、また本体設備との互換性を要することから、地方自治法施行令第１６７条の

２第１項第２号により随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 生活環境課                            〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３５３ 

南相馬市博物館窓ガラス遮熱コーティング業務委託 

履行場所 南相馬市博物館 

種  類 委託 

概  要 
南相馬市博物館内（エントランスホール・体験学習室・事務室）の窓ガラス

遮熱コーティング業務 

相

手

方 

名  称 株式会社 フミン 

代 表 者 代表取締役 八木澤 勝夫 

所 在 地 福島市郷野目字上２１ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

今回実施する南相馬市博物館内の窓ガラス遮熱コーティングは、ガラスに薄膜を塗装する

ことで収蔵・展示している資料を紫外線・赤外線からの保護及び害虫飛来の抑制や結露の

防止、空調等の効率化による電気代の節約を目的としたものである。 

今回の施工方法はスプレーガンで吹き付ける「フミンコーティング」とよばれる当該業者 

が特許を取得しているものであり、他の業者で業務を実施することができないことから、当

該業者との随意契約とする。 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 文化財課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたもの

であるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３５４ 

住民情報系ファイアウォール冗長化環境構築業務委託 

履行場所 情報政策課 

種  類 業務委託 

概  要 
新住民情報系仮想サーバ基盤の通信機器の障害発生時に業務を停止するこ

となく運用できる環境を構築するため  

相

手

方 

名  称 株式会社日立システムズ東北支社 

代 表 者 支社長 堀谷 敦 

所 在 地 仙台市青葉区本町二丁目 15番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

当該業務は、住民情報系仮想サーバ基盤の導入構築業者である上記業者のみしか構築する

ことができないことから、上記業者との随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔情報政策課                          〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 

（契約番号）４２９２０００３５７ 

平成２９年度南相馬市 地理情報システム仮想サーバーセットアップ業

務委託 

履行場所 総務部税務課 

種  類 委託 

概  要 

南相馬市において運用している固定資産土地評価・地理情報システムを、情

報政策課のサーバー更新に合わせて、仮想サーバーに移行することで以後の

管理を効率化し、各種事業を円滑に進めることを目的とする。 

相

手

方 

名  称 株式会社パスコ 

代 表 者 古川 顕一 

所 在 地 東京都目黒区東山 1-1-2東山ビル（福島支店 福島市栄町 6-6） 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

現在南相馬市において運用している固定資産土地評価・地理情報システム構築業者である株式会社

パスコ以外では業務が困難であるため、当該業者との随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 総務部税務課                        〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

 

契

約

内

容 

件 名 等 （契約番号）４２９２０００３５８ 

南相馬市超高速インターネット光ファイバーケーブル支障移転業務委託

（小高区大井） 

履行場所  南相馬市小高区大井字田中前地内 

種  類  委託 

概  要 
ＮＴＴ所有の電柱に添架している市保有の光ケーブルの移転 

 

相

手

方 

名  称  東日本電信電話株式会社 宮城事業部 

 福島支店 

代 表 者  支店長 山口 圭介 

所 在 地  福島県福島市山下町５番１０号 

 

根 

 

拠 

 

規 

 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

 

 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

超高速インターネット環境管理運営事業を行うに当たって、ＩＲＵ契約の締結事業者の

選定をプロポーザル方式により行った経過があり、提案の内容等から東日本電信電話（株）

福島支店（現 東日本電信電話(株)宮城事業部 福島支店）とＩＲＵ契約を締結することと

なった。この契約の中（プロポーザルの内容）には光ファイバ網に関する保守・修繕につ

いての提案も含まれていたことから、東日本電信電話(株)宮城事業部 福島支店と随意契約

とするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔  総務部 情報政策課   〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる



としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３６３ 

水稲作付再開奨励金交付等業務委託 

履行場所 南相馬市 

種  類 業務委託 

概  要 
南相馬市水稲作付再開奨励金の交付等に係る、奨励金の交付対象者への

事業周知業務、交付申請の受付業務、交付事務を行う。 

相

手

方 

名  称 ふくしま未来農業協同組合 

代 表 者 代表理事組合長 菅野 孝志 

所 在 地 福島県福島市北矢野目字原田東１－１ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本事業に必要な農業者の作付情報や、対象水田に関する情報を管理していることから、

適切に事業を遂行できる上記事業者と随意契約とするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔農政課                         〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３６４ 

全国植樹祭飾花用木製プランターカバー作成業務委託 

履行場所 農林整備課 

種  類 業務委託 

概  要 

全国植樹祭招待者をおもてなしで迎える取り組みの一環として、式典会場

周辺に設置する飾花用木製プランターカバー作成を委託する。 

木製プランターカバー ３４０個 

相

手

方 

名  称 相馬地方森林組合 

代 表 者 代表理事組合長 武澤 治平  

所 在 地 南相馬市原町区錦町一丁目３４番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 履行可能な業者は上記業者のみであることから、当該業者と随意契約とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 農林整備課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３７０ 

住民情報システム旧氏併記対応改修業務委託     

履行場所 南相馬市役所西庁舎３階情報政策課内 

種  類 業務委託 

概  要 

住民基本台帳及びそれに連動するマイナンバーカード等に関し、本人からの請求

により旧氏の併記を可能とすることを要旨とする住民基本台帳法施行令等の改

正(平成３０年度以降改正)がされるため、住民情報システムに旧氏併記対応の改

修を行う。 

相

手

方 

名  称 株式会社日立システムズ東北支社 

代 表 者 支社長 堀谷 敦 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

既存の住民情報システムの改修を行うため、当該システムの導入業者以外は改修の対応

ができないことから、導入業者である上記業者と随意契約をすることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔市民課                             〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３７２ 

クライアント管理サーバ構築移行業務委託 

履行場所 情報政策課 

種  類 業務委託 

概  要 クライアント管理サーバの構築及び現設定の確実な移行を行う。 

相

手

方 

名  称 リコージャパン株式会社 営業事業本部 福島支社 福島第一営業部 

代 表 者 部長 関根 幸夫 

所 在 地 福島県郡山市鶴見坦二丁目１８番５号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本市のクライアント管理サーバの現状の設定環境調査及び構築移行の設計を上記業務の

実績が多い当該業者にて実施したところであるため、本市の環境を理解している当該業者

と随意契約することとしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 総務部 情報政策課                      〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 

（契約番号）４２９２０００３７４ 

平成２９年度南相馬市 地理情報システムライセンス追加セットアップ

業務委託 

履行場所 総務部税務課 

種  類 委託 

概  要 

南相馬市で運用している固定資産土地評価・地理情報システムにおいて現在

不足している住宅地図情報のライセンスを追加し、また、同時利用者を増加

させることで、庁内各種事業を円滑に進めることに寄与する。 

相

手

方 

名  称 株式会社パスコ 

代 表 者 古川 顕一 

所 在 地 東京都目黒区東山 1-1-2東山ビル（福島支店 福島市栄町 6-6） 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

現在南相馬市において運用している固定資産土地評価・地理情報システム構築業者である株式会社

パスコ以外では業務が困難であるため、当該業者との随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 総務部税務課                        〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３７５ 

農地利用推進活動用地番図作成業務委託 

履行場所 南相馬市農業委員会事務局 

種  類 委託 

概  要 

耕作放棄地のきめ細やかな把握をすることによりその解消を図るため、遊

休農地の調査資料等のデータを取りまとめ、地番図を作成する業務を行

う。 

 

相

手

方 

名  称 福島県土地改良事業団体連合会 

代 表 者 会長 車田 次夫 

所 在 地 福島市南中央三丁目３６番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本業務は、平成２２年度に当該業者へ業務委託しており、当該業者は本業務に関するノ

ウハウを熟知していること、また、前データを更新し地番図を作成することが最も効率が

良いことから、上記業者と随意契約とするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名〔農業委員会事務局                         〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３８１ 

小中学校庭木剪定業務委託 

履行場所 小中学校１８校 

種  類 業務委託 

概  要 市内小中学校の庭木の剪定、刈込み、整枝作業 

相

手

方 

名  称 公益社団法人南相馬市シルバー人材センター 

代 表 者 理事長 渡部 定幸 

所 在 地 南相馬市原町区東町三丁目７８番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第３項 

□２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

■３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

本業務は小中学校の中低木の剪定業務であり、高所作業車等を必要としない簡易な剪定

業務である。上記業者は当該業務を的確に遂行できる人的能力を有していることから、高

齢者の就業の機会の確保と社会参加に寄与するため、地方自治法施行令第１６７条の２第

１項第３号によりシルバー人材センターとの随意契約とする。 

 

 

 

工事等担当課名〔 教育委員会事務局 教育総務課                  〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３９１ 

南相馬市ふるさと帰還通行カード導入事務作業等業務委託 

履行場所 被災者支援・定住推進課 

種  類 業務委託 

概  要 

 原発避難者に対する高速道路の無料措置に係る出口料金所等での提示

書類を専用のふるさと帰還通行カードに切り替えるため、東日本高速道路

株式会社と連携して、当該通行カードの発行に係る利用申込書等の郵送、

受付及び審査等の業務を行うものである。 

 

相

手

方 

名  称 株式会社日立システムズ 東北支社 

代 表 者 支社長 堀谷 敦 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの 

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ 

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき 

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき 

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本業務は、原発避難者に対する高速道路の無料措置に係る出口料金所等での提示書類を

専用のふるさと帰還通行カードに切り替えるため、東日本高速道路株式会社と連携して、

当該通行カードの発行に係る利用申込書等の郵送、受付及び審査等を行うものである。 

 具体的には、対象者データの加工、宛名用紙の作成・印字、利用申込書等の封入封緘・

送付、利用申込書等の郵送受付、対象要件等の審査、利用申込者データの整理、東日本高

速道路株式会社への審査済利用申込書の提出及び関係書類の整理等の広範な業務である。

また、本業務の対象は約６０，０００人に及び膨大な作業になることが予想されるが、い

ずれの作業も短期間内に適正かつ迅速に行う必要がある。 

 このため、本業務を適正かつ迅速に履行できるのは当該事業者のみであるため、随意契

約とするものである。 

 

工事等担当課名 〔 被災者支援・定住推進課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３９２ 

平成２９年度 投票管理・当日投票システムデータベース改修業務委託 

履行場所  選挙管理委員会事務局 

種  類  業務委託 

概  要 

 現在最大２端末までしか使用できない当日投票システムと投票管理シ

ステムのカスタマイズを行い、データ連携において５端末以上データベー

スの変更に対応できるようにすること。 

相

手

方 

名  称  株式会社福島県中央計算センター 

代 表 者  代表取締役 星 春男 

所 在 地  福島市新町７番２２号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

当日投票システムと投票管理システムは、選挙システムの専門メーカーである株式会社イ

ートス社の製品であり、本製品を県内で取り扱っているのが、唯一上記業者であることから随

意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 選挙管理委員会事務局 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 


